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1 日本郵政公社の概要

郵政事業については、中央省庁等改革の基本的な理

念を定めること等を目的とした中央省庁等改革基本法

（平成10年成立）において、独立採算制の下、自律的

かつ弾力的な経営を可能とすること、企業会計原則の

導入や予算の国会議決による事前管理から中期的目標

管理による事後評価へなどの方針に従い、国営の新た

な公社を設立することが定められた。その後、日本郵

政公社法の成立（平成14年）を経て、日本郵政公社が

平成15年4月に発足した。

政府は、平成16年9月、「郵政民営化の基本方針」を

公表した。同基本方針では、①郵政公社の4機能（窓

口サービス、郵便、郵便貯金、簡易保険）が有する潜

在力が十分に発揮され、市場における経営の自由度の

拡大を通じて良質で多様なサービスが安い料金で提供

が可能になり、国民の利便性を最大限に向上させる、

②公的部門に流れていた資金を民間部門に流し、国民

の貯蓄を経済の活性化につなげることが可能になる、

などといった国民の利益を実現するため、民営化を進

める上での5つの基本原則（活性化原則、整合性原則、

利便性原則、資源活用原則、配慮原則）を踏まえ、平

成19（2007）年に日本郵政公社を民営化し、移行期を

経て、最終的な民営化を実現することとしている。政

府は同方針に基づき平成17年4月に第162回国会に所要

の法律案を提出した。

2 信書便事業への参入

平成15年4月、日本郵政公社の発足に伴い、「民間事

業者による信書の送達に関する法律」（信書便法）が

施行され、従来、国の独占とされてきた信書の送達事

業（信書便事業）は民間事業者でも行うことが可能と

なった。

信書便事業には、「全国全面参入型」の一般信書便

事業と「特定サービス型」の特定信書便事業があり、

信書便法において信書の秘密の保護など信書の送達の

役務に固有の規律が要請されることから、信書便事業

を行うためには総務大臣の許可を取得する必要があ

る。平成16年度末現在、111社が特定信書便事業の許

可を取得し、このうち71社が事業を開始している（図

表①、②）。
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一般信書便役務とは、長さ、幅及び厚さがそれぞれ40cm、
30cm及び3cm以下であり、重量が250g以下の信書を国内
において差し出された日から原則3日以内に送達する役務 

一般信書便役務を全国提供する条件ですべての信書の送達
が可能となる「全国全面参入型」の事業である 
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図表①　一般信書便事業
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創意工夫を凝らした高い付加価値を有するサービスを提供する「特
定サービス型」の事案で、次に掲げる特定信書便役務のいずれかを
充たす必要がある 

特定信書便役務とは、 
1．長さ、幅及び厚さの合計が90cm
を超え、又は重量が4kgを超える
信書便物を送達する役務 

3．国内において、その料
金の額が1,000円を超え
る信書便物を送達する
役務※ 

2．信書便物が差し出された時から、 
3時間以内に当該信書便物を送達
する役務 

一定料金超 

大きいもの 
重いもの 

※引受地及び配達地のいずれかが外国にある信書便の
役務の料金の額は重量及び配達地に応じて異なる 

図表②　特定信書便事業

「日本郵政公社」の取組等

国民の利便性の向上を目指して
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